
営 情農 報

○　農業用免税軽油制度は、法律上、平成２７年３月３１日で終了することになっておりますが、制度が
継続された場合に対応するため、平成２７年度使用分の免税証交付申請書の集合（仮）受付を行います
ので、免税証の交付を希望する方は、下記により申請手続を行ってください。
○　制度が継続されない場合は、免税証を交付できませんが、制度が継続された場合、集合（仮）受付
を行った方については、４月上旬に免税証を交付する予定です。
○　県税事務所窓口での（仮）受付は、平成２７年２月１２日から行いますが、その場合、集合（仮）受付を行っ
た方よりも免税証の交付が遅くなりますので、できるだけ下記会場で申請手続を行ってください。

●集合（仮）受付日程
対象地域 期　　　日 時　　　間 会　　　場

二ツ井・藤里町 平成２７年１月１４日� １0:00～１１:３0
１３:00～１5:３0 能代市役所二ツ井庁舎　大会議室

旧 能 代 市 内 平成２７年２月９日㈪
平成２７年２月１0日㈫

１0:00～１１:３0
１３:00～１5:３0 山本地域振興局　３Ｆ　大会議室

●必要書類一覧表
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新規 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
更新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
継続 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
書換 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成２７年度分　軽油引取税免税証（農業用）交付申請書の（仮）受付について

【お問い合わせ先】
　●秋田県総合県税事務所課税部課税第二課
　　住　所：秋田市山王４－１－２
　　ＴＥＬ：０１８－８６０－３３４１

●秋田県総合県税事務所山本支所
　住　所：能代市御指南町１－10
　ＴＥＬ：0185－52－6201

※注意
　①　当日は大変混み合うことが予想されますので、必ず申請書に記入しておこし下さい。原則

として、受付は記入された方から行います。申請書用紙の無い方は下記お問い合わせ先に連
絡して下さい。

　②　制度が継続された場合、使用者証（厚紙）の有効期間は、使用者証の交付日から３年間とな
りますので、使用者証の交付年月日が平成２４年１２月以前である場合は更新申請が必要です。

　③　秋田県証紙（４００円分）は免税証の交付時にいただきます。
　④　共同申請で、使用者の増加又は入れ替えがある場合は更新申請、使用者が脱退する場合は

書換申請が必要です。なお、印鑑と耕作証明書は全員のものが必要です。
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双子座（5・21〜 6・21）　いろいろなことに手を出すものの、中途半端になりやすいもよう。一つに集中しましょう。深呼吸で心を静めて


